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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作部に配置されたシリンダ状部材内に外方に付勢された状態のピストン状部材が軸線方
向に進退自在に嵌挿された内視鏡の管路切換装置であって、
　挿入部内に挿通配置されて上記挿入部の先端に開口するチャンネルチューブが上記シリ
ンダ状部材の底部付近に接続されると共に、外部吸引手段に連通する吸引接続管と、外部
給水手段に連通する給水接続管とが、上記シリンダ状部材の軸線方向に位置をずらせて上
記シリンダ状部材の側面部に開口接続されて、
　上記ピストン状部材には、上記ピストン状部材の底面に形成された底面開口と連通する
側面開口と、上記シリンダ状部材の側面を閉塞する開口シール部とが、上記吸引接続管と
上記給水接続管との間隔と同間隔をあけて上記ピストン状部材の軸線方向に位置をずらせ
て一体に形成された中間部シール部材が取り付けられ、
　上記ピストン状部材が上記シリンダ状部材内に押し込まれない待機状態においては、上
記中間部シール部材の側面開口が上記給水接続管の開口と対向すると共に上記給水接続管
の開口の外縁部が上記中間部シール部材でシールされて、上記チャンネルチューブに対し
上記給水接続管が連通して上記吸引接続管が連通しない状態になり、上記ピストン状部材
が上記シリンダ状部材内に押し込まれた操作状態においては、上記中間部シール部材の側
面開口が上記吸引接続管の開口と対向すると同時に、上記中間部シール部材の開口シール
部が上記給水接続管の開口と対向して上記給水接続管の開口が上記開口シール部で閉塞さ
れることにより、上記チャンネルチューブに対して上記吸引接続管が連通して上記給水接
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続管が閉塞された状態に切り換わるようにしたことを特徴とする内視鏡の管路切換装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、送水状態と吸引状態とを切り換え操作するための内視鏡の管路切換装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
人体各部の内視鏡検査のうち、例えば胆道、泌尿器或いは婦人科等のための検査において
は、内視鏡を経由して観察対象の臓器内に生理食塩水を常時循環させながら水中において
内視鏡観察が行われる。
【０００３】
ただし、胆道や泌尿器等に挿入される内視鏡は胃腸等を検査するための内視鏡のように挿
入部を太くするわけにいかないので、一般に、生理食塩水を送水するための独立したチャ
ンネルチューブ等は設けられず、吸引用のチャンネルチューブを利用して生理食塩水を体
内に連続的に送り込むようにしている。
【０００４】
具体的には、チャンネルチューブの入口である処置具挿入口に三方コックを取り付け、生
理食塩水用の給水チューブを三方コックに接続して生理食塩水をチャンネルチューブに流
し込んでいる。
【０００５】
そして、生理食塩水を送り込みながら内視鏡観察を行っている最中に、血液や尿等によっ
て観察部位周辺の透明度が著しく低下した場合には、チャンネルチューブを経由して吸引
を行う必要があり、その操作は操作部に配置されている吸引操作弁により行われる。
【０００６】
しかし、チャンネルチューブを経由して吸引を行う際には、チャンネルチューブに対する
生理食塩水の給水を停止させる必要があるので、吸引操作弁の操作を行うだけでなく、そ
れと同時に三方コックの開閉操作も行う必要があり、手術中に内視鏡観察を行っている術
者にとっては極めて煩雑で面倒な操作になってしまう。
【０００７】
そこで、三方コックに代えて例えば特許文献１に記載されているようなフットスイッチに
よる給水操作を利用することも考えられる。
【０００８】
【特許文献１】
特開平９－１８７４１７号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、チャンネルチューブを経由する給水の操作をフットスイッチで行うようにすると
、構成が非常に複雑になってしまうだけでなく、三方コックの場合の手による操作が足に
よる操作に代わっただけで、吸引操作とは別に給水停止操作を行うことが必要であり、術
中観察を行っている術者にとって煩雑で面倒なことに変わりない。
【００１０】
そこで本発明は、一本のチャンネルチューブによる常時給水の状態と吸引の状態との切り
換え操作を、簡単な装置で極めて容易にワンタッチで行うことができる内視鏡の管路切換
装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の管路切換装置は、操作部に配置されたシリ
ンダ状部材内に外方に付勢された状態のピストン状部材が軸線方向に進退自在に嵌挿され
た内視鏡の管路切換装置であって、挿入部内に挿通配置されて挿入部の先端に開口するチ
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ャンネルチューブと、外部吸引手段に連通する吸引接続管と、外部給水手段に連通する給
水接続管とがシリンダ状部材に連通接続されて、ピストン状部材がシリンダ状部材内に押
し込まれない待機状態においては、チャンネルチューブに対して給水接続管が連通して吸
引接続管が連通せず、ピストン状部材がシリンダ状部材内に押し込まれた操作状態におい
ては、チャンネルチューブに対して吸引接続管が連通して給水接続管が閉塞された状態に
切り換わるようにしたものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図１において、１は内視鏡の操作部、２は挿入部であり、挿入部２内に挿通配置されたチ
ャンネルチューブ３の先端３ａは挿入部２の先端に開口し、操作部１と挿入部２との連結
部付近に配置されたチャンネルチューブ３の基端３ｂには鉗子栓４が取り付けられている
。
【００１３】
管路切換操作弁１０は、操作部１内に配置されたシリンダ状部材１２と、戻しバネ２５に
よって外方に付勢された状態で軸線方向に進退自在にシリンダ状部材１２に嵌挿されたピ
ストン状部材２０とを有しており、操作部１外に突出するピストン状部材２０の先端に取
り付けられた操作ボタン１１を任意に押し込み操作することができる。
【００１４】
そして、シリンダ状部材１２の底部に接続された連通管１７ａがチャンネルチューブ３の
基端近傍に連通し、シリンダ状部材１２の側面部に接続された吸引接続管１５ａと給水接
続管１４ａとが、外部吸引チューブ５０と外部給水チューブ６０を介して図示されていな
い外部吸引装置と外部給水装置に連通している。
【００１５】
図２は、ピストン状部材２０がシリンダ状部材１２内に押し込まれていない管路切換操作
弁１０の待機状態を示し、図３は、ピストン状部材２０がシリンダ状部材１２内に押し込
まれた管路切換操作弁１０の押し込み操作状態を示している。図４、図５及び図６は、図
２におけるIV－IV断面、Ｖ－Ｖ断面及びVI－VI断面を示している。
【００１６】
操作部１内に配置されたシリンダ状部材１２は、内径に対して窄まっていない形状の口元
部分が操作部１の外面に開口する状態で、固定ナット１３によって操作部１に固定されて
いる。
【００１７】
シリンダ状部材１２の側壁面に軸線方向に間隔をあけて形成された吸引口１５と給水口１
４には、外部吸引チューブ５０に連通する吸引接続管１５ａと外部給水チューブ６０に連
通する給水接続管１４ａが接続されている。チャンネルチューブ３に連通する連通管１７
ａは、シリンダ状部材１２の底部の軸線位置に形成された共通口１７に接続されている。
【００１８】
シリンダ状部材１２内に軸線方向に進退自在に嵌挿されたピストン状部材２０の側面には
、図４にも示されるように位置決めピン２０ａが側方に突出する状態に取り付けられて、
シリンダ状部材１２の口元部分に形成された直線溝１２ａに係合しており、それによって
、ピストン状部材２０がシリンダ状部材１２内において回転しないよう位置決めされてい
る。
【００１９】
ピストン状部材２０の突端側半部を囲むように配置されたピストン受け筒２２の外周面に
は、固定ナット１３に対して係脱自在な爪を有する弾力性のあるプラスチックカバー２２
ａが、ピストン受け筒２２を一体にインサートして形成されている。
【００２０】
ピストン状部材２０の突端部には、操作ボタン１１の取り付け座であるボタン座２４が螺
合連結されており、そのボタン座２４とピストン受け筒２２の底面との間に圧縮コイルス
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プリングからなる戻しバネ２５が挟み込まれた状態に配置されている。２６は、操作ボタ
ン１１の軸線位置に嵌め込まれた指標用筒体である。
【００２１】
このようにして、ピストン状部材２０と操作ボタン１１とが一体的に結合されて、戻しバ
ネ２５により常に外方（シリンダ状部材１２の口元から突出する方向）に付勢された状態
になっている。
【００２２】
ピストン状部材２０の底部側の部分にＬ字状に形成された連通孔２１は、ピストン状部材
２０の底面と側面とに開口していて、図２に示される待機状態においては共通口１７と給
水口１４とを連通させ、図３に示される押し込み操作状態においては共通口１７と吸引口
１５とを連通させる。
【００２３】
ピストン状部材２０の外周部には、底部に隣接する位置に端部シール部材３０が取り付け
られ、図３に示される押し込み操作状態において給水口１４と吸引口１５の両方にまたが
る位置に中間部シール部材３１が取り付けられている。
【００２４】
端部シール部材３０は、ピストン状部材２０の外周部と共通口１７との間を常にシールす
るように全周にわたってシリンダ状部材１２の内周面に密接しており、シリンダ状部材１
２に対する摺動抵抗を小さくするために略八の字状の断面形状に形成されている。
【００２５】
中間部シール部材３１は、待機状態においては給水口１４と連通孔２１との連通部からそ
の外側への漏れを防止し、押し込み操作状態においては給水口１４をシリンダ状部材１２
の内部から完全に閉塞するように形成されている。
【００２６】
そのように機能するよう、図５にも示されるように、中間部シール部材３１はピストン状
部材２０に対して向きが狂わないようにピストン状部材２０に対する嵌め込み部３１ｂが
設けられて位置決めされ、押し込み操作時に給水口１４に対向する部分には開口シール部
３１ａが形成されている。
【００２７】
また、連通孔２１の側面開口は、図６にも示されるように中間部シール部材３１を突き抜
けて形成されている。なお、中間部シール部材３１をピストン状部材２０にゴムライニン
グしてピストン状部材２０と一体的に形成してもよい。
【００２８】
ピストン状部材２０の突出部寄りの位置には、図２及び図４に示されるように、待機時に
大気と吸引口１５とを連通させるための通気孔２０ｂがピストン状部材２０を横方向に貫
通する状態に穿設されており、その他にも、シリンダ状部材１２内において、通気孔２０
ｂと吸引口１５との間を連通させる隙間が、ピストン状部材２０及び中間部シール部材３
１の周囲に形成されている。
【００２９】
その結果、図２に示される待機時には、各矢印で示されるように、通気孔２０ｂ等を経由
して外気が吸引接続管１５ａ側に吸引され、一方、給水接続管１４ａから送り込まれた水
（生理食塩水）が連通管１７ａを通ってチャンネルチューブ３に送り出されて、常時送水
状態を維持する。
【００３０】
そして、その状態から操作ボタン１１を押し込み操作するだけで、図３に示されるように
、給水接続管１４ａがシリンダ状部材１２の内側で閉塞されると同時に、連通管１７ａを
経由してチャンネルチューブ３から吸引接続管１５ａに吸引が行われて、体内汚液等が吸
引される。そして、操作ボタン１１の押し込み操作を解除すれば、直ぐに、元の常時送水
状態に戻る。
【００３１】
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【発明の効果】
本発明によれば、ピストン状部材がシリンダ状部材内に押し込まれない待機状態において
は、チャンネルチューブに対して給水接続管が連通して吸引接続管が連通せず、ピストン
状部材がシリンダ状部材内に押し込まれた操作状態においては、チャンネルチューブに対
して吸引接続管が連通して給水接続管が閉塞された状態に切り換わるようにしたことによ
り、一本のチャンネルチューブによる常時給水の状態と吸引の状態の切り換え操作を、簡
単な装置で極めて容易にワンタッチで行うことができ、手術中の内視鏡観察操作を術者が
負担なく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の内視鏡の全体配管を示す略示図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡の管路切換装置の待機状態（送水状態）の側面断面図で
ある。
【図３】本発明の実施例の内視鏡の管路切換装置の押し込み操作状態（吸引状態）の側面
断面図である。
【図４】本発明の実施例の図２におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の実施例の図２におけるＶ－Ｖ断面図である。
【図６】本発明の実施例の図２におけるVI－VI断面図である。
【符号の説明】
１　操作部
２　挿入部
３　チャンネルチューブ
１０　管路切換操作弁
１１　操作ボタン
１２　シリンダ状部材
１４　給水口
１４ａ　給水接続管
１５　吸引口
１５ａ　吸引接続管
１７　共通口
１７ａ　連通管
２０　ピストン状部材
２１　連通孔
２５　戻しバネ
３０　端部シール部材
３１　中間部シール部材
５０　外部吸引チューブ
６０　外部給水チューブ
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